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Ⅰ　問題と目的

　文部科学省（2007）は特別支援教育の推進について（通知）
において，特別支援教育を行うための体制の整備及び必要
な取組として，⑴特別支援教育に関する校内委員会の設置，
⑵実態把握，⑶特別支援教育コーディネーターの指名，⑷
関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定
と活用，⑸「個別の指導計画」の作成，⑹教員の専門性の
向上の６つを挙げている．全国の教育振興計画の現状と課
題を見ると，文部科学省（2007）が挙げた特別支援教育を
行うための体制の整備及び必要な取組が徐々に進んでいる
一方で校内支援体制等が十分に整っていないという現状で
あると示している都道府県が多くみられた．例えば長野県
教育委員会（2017）は，発達障害及びその疑いのある児童
生徒数は年々増加しているが，支援体制が十分整っていな
いこと，教員定数と配置人員との乖離や施設が不足してい
ることを課題として指摘している．北海道教育委員会（2018）

は，北海道の特別支援学校の幼児児童生徒数，特別支援学
級や通級指導教室で特別な支援を受けている児童生徒数は
2008年から2017年の10年間で約1.7倍に増加しており，児
童生徒の障害の状態に応じた教育環境の整備を行う必要が
あることを示した．また，北海道教育委員会（2018）は通
常の学級における特別支援教育の現状について特別支援教
育支援員の配置状況は増加しているものの，人材確保が難
しいなどの地域事情により未配置となっている学校がある
と示した．これらのことから，特別支援教育の対象となる
児童生徒が増加する一方で，特別支援教育を推進するため
の校内支援体制等が十分に整っていない地域があり，全て
の児童生徒が適切で十分な支援を受けることのできる校内
支援体制を構築することが早急に取り組むべき課題である
と考えられる．
　さらに離島・へき地における特別支援教育の現状と課題
について笹山ら（2011）は巡回相談の活用や関係機関との
連携，そして教職員の研修については，各自治体が独自の
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概　要
　本研究は北海道道南地域のへき地における特別支援教育の課題や校内支援体制を充実させる要因を明らかにし，課題の
解決策について考察する．さらにこの考察を通して道南地域のへき地における特別支援教育を推進し，校内支援体制の充
実のための一助となる資料を作成することを目的とした．調査の結果，道南地域のへき地小学校全体では，通常学級の教
員の特別支援教育に関する知識や技能の習得と補助教員についての課題が見つかり，さらに校内支援体制が充実していな
いと判断した小学校ではLD・ADHD・ASD等の児童がいることを想定した授業の実践についての課題が見つかった．こ
れらの課題についてインタビュー調査から考察した結果，正確で活用しやすい実態把握のできるチェックリストの開発や
補助教員の柔軟な活用，インクルーシブ教育の考えの浸透ということが校内支援体制充実の要因となっていることが考え
られた． 



五十嵐　靖　夫・鈴　木　佳　恵・小　松　一　保

10－ －

取り組みを行なっているが，地域の実情により全国一様に
は進展が計れず，特に離島・へき地は地域的に不利な条件
にあり，学校や自治体の取り組みがより必要だと指摘して
いる．平田ら（2008），二宮ら（2010）も同様に，離島・
へき地における特別支援教育の課題を指摘している．緒方
ら（2009）は奄美大島と宮古島の特別支援教育体制の比較
により離島における特別支援教育の在り方についての新た
な手掛かりを探る研究で，それぞれの地域では独自の体制
作りが行われておりさまざまな異同があるものの，お互い
の良い点を工夫しながら自身の体制作りに生かすことがで
きることを示している．また，二宮（2021）は，地域資源
とへき地校との連携に関わる特別支援教育推進の課題の抽
出とその解決策について考察した研究で，特別支援教育に
関わる関係機関が少なく，専門家もいない地域においては，
すでにある資源を再評価，または機能を向上させることに
よって，専門機関や専門家がいなくても特別支援教育を推
進させていくことが十分可能であることを述べている．こ
れらの先行研究から，都市部のように社会資源等が十分に
ないへき地等の地域では，専門機関等に頼ることは難しい
ため，他地域での取組を参考にしてその地域に応じた支援
体制を構築したり，今ある資源を活用したりすることが必
要だと考える．
　北海道のへき地における特別支援教育に関する研究は，
後藤ら（2006）や二宮（2021）のようにへき地における特
別支援教育の現状や課題を研究しているものはあるが，そ
の課題の解決の糸口となるような手立てを考察するような
研究は見られない．しかし，へき地校における特別支援教
育の現状や課題を改めて調査し分析することで，今ある資
源を再確認したり校内支援体制等を充実させる手立てを見
出したりする可能性も示唆される．また，北海道のへき地
における特別支援教育に関する先行研究では北海道道南地
域（以下，道南地域）を対象としたものが少ない．緒方ら

（2009）は，似た地域性をもつ地域同士の特別支援教育を
比較検討することで今後のよりよい特別支援教育の在り方
について新たな手がかりが得られる可能性を示唆している．
このことから道南地域における特別支援教育の現状を明ら
かにすることで道内の特別支援教育を支える校内支援体制
をさらに充実させる手がかりを見出すことが可能ではない
かと考えた．
　そこで本研究では，道南地域のへき地にある小学校に対
して柘植ら（2008）が開発した学校アセスメントシステム
を用いて特別支援教育の現状に関するアンケート調査を行
い，校内支援体制が充実していると判断された小学校に対
して特別支援教育の実践についての見学・インタビュー調
査を実施する．さらにアンケート調査で得られた道南地域
のへき地における特別支援教育の実態や，見学・インタビュー
調査で得られた結果を分析し，道南地域のへき地における
特別支援教育の課題や校内支援体制を充実させる要因を明
らかにするともに，課題の解決策について検討する．これ
らの検討を通して，道南地域のへき地における特別支援教

育を推進することを可能とする校内支援体制の充実のため
の一助となる資料を作成することを目的とする．

Ⅱ　方法

１　対象
　調査対象校は，国土交通省北海道開発局函館開発建設部

（2022）が示した北海道道南地域において北海道教育委員
会（2022）がへき地校と指定した小学校45校である．回答
者は管理職，特別支援教育コーディネーター，学級担任，
教務主任であった．

２　調査手続き
⑴アンケート調査
　校内支援体制の現状についての調査方法として，柘植ら

（2008）が開発したアセスメントシステム「学校やその地
域における特別支援教育を推進するための学校アセスメン
トシステム（以下，ASCoSoWa）」を用い，アンケートを
実施した．ASCoSoWaは，学校における特別支援教育推
進体制の整備状況を最も進んでいない段階のステージ１か
ら最も進んでいるステージ５までの５つのレベルに分け，
自校の特別支援教育の体制整備の進捗状況を客観的に把握
することや，校外の専門家が学校介入（支援）を具体的に
進める際に，事前に学校の体制整備状況を知るためにも活
用されることに期待されるチェックリストとして柘植ら

（2008）によって作成された．ASCoSoWa は10年以上前に
作成されたチェックリストであるため「特殊学級」という
用語を現在の特別支援教育に合わせた「特別支援学級」に
修正した．また，全ての調査対象校がへき地校指定を受け
ており，学校状況によっては回答できる項目とできない項
目が出てくると考え，学校状況についての項目（学級数，
特別支援学級の有無と学級数，特別な支援を要する児童の
有無）を追加した．本研究において校内支援体制が充実し
ていると判断した小学校の基準は，文部科学省（2007）が
示した６項目と木村ら（2007）が示した校内支援体制の改
善・充実の９つの視点（①教職員の意識改革や校内支援体
制の構築，②気付きや指導力を高める研修の推進，③支援
が必要な子どもに気付く支援体制，④校内の相談や連絡調
整の推進，⑤校内委員会の機能を発揮した支援体制，⑥担
任や子どもを組織的に支援する指導体制，⑦子どもの教育
的ニーズに応じた学級経営，⑧保護者との連携の推進，⑨
関係機関との連携の推進）を基に，ASCoSoWaにおいて
特別支援教育の体制整備がステージ４以上（ステージ４：
特別支援教育と通常教育との連携が始まった段階，ステー
ジ５：特別支援教育が通常教育に適切に自然に包み込まれ
た段階）の推進状況とした．

⑵見学・インタビュー調査
　校内支援体制が充実していると判断した小学校において
特別支援教育の実践についての見学調査，並びにインタ
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ビュー調査を実施した．見学調査では，年齢や学力差等の
能力差のある児童へ指導の工夫やユニバーサルデザインへ
の取組等に着目して校内の様子（掲示物や環境整備等）に
ついて撮影やメモを行った．インタビュー調査では，校内
支援体制の充実に繋がっている要因を探るために各小学校
の特別支援教育コーディネーターに対して半構造化面接を
行った．インタビュー項目をTable１に示す．
　インタビュー内容はASCoSoWaのステージ４，５と大
塚（2009）の調査項目内容をもとに作成した．ASCoSoWa 
のステージ４，５の質問内容から文部科学省（2007）が示
した６項目と木村ら（2007）が示した９つの視点を基に
筆者が本調査に必要だと判断したものを取り上げた．ま
た，大塚（2009）は静岡県内において先進的に特別支援教
育に取り組んでいると言われている小学校の実践を取り上
げ，特別支援教育コーディネーターの機能や役割，校内支
援体制の在り方についての研究を行っており，本研究の
内容と共通するところがあったため，その調査項目から
ASCoSoWa には含まれていない，かつ，本研究の内容に合っ
た項目を取り上げた．

３　分析方法
　見学調査並びにインタビュー調査内容は全て映像やIC
レコーダー，メモに残し，終了後速やかに逐語録を作成する．
その後，「よくわかる質的社会調査技法編」（谷ら，2009） 
の分析手順を参考にインタビュー調査内容を分析する．分
析手順は以下の通りである．
①テープ起こし（録音内容の文字化）
②オープン・コーディング
　データの中に記載された事柄を適切に言い表した単語や
短い語句（コード）に暫定的なラベルを付ける作業．
③カテゴリーの創出
　複数のコードを包括する名称を考える作業．

４　倫理的配慮
　調査対象校の校長には，研究趣旨及び守秘義務の厳守，
匿名性，ICレコーダーやカメラで録音，撮影することに
ついて文書で説明を行う．アンケート内容や録音した発話，
映像は，個人情報保護の観点から，児童の顔が映らないよ
うに撮影すること，研究以外には使用しないこと，第３者
からアクセス不能な特定の場所に管理することを伝え，調
査終了後には，録音や撮影内容を適切に消去することを伝
える．

Ⅲ　結果

１　アンケート調査
　アンケート調査を依頼した小学校45校のうち20校からの
回答を得た．
⑴学校について
　学校についての回答をFig.１～Fig.３に示す．特別支援
学級がある小学校は70%で，学級数が３学級以下の学校は
特別支援学級がないと回答した（Fig.１，Fig.２）．また，
特別な支援を要する児童がいると回答した学校は90%だっ
た（Fig.３）．

Fig.1　特別支援学級の有無

インタビュー項目

・児童数、学級数、特別支援学級数と種類、教職員数をお教え

ください。

・校内支援委員会では特別支援教育に関してどのようなことを

話し合っていますか（会議等）。

・交流及び共同学習をどのように取り入れていますか。その際

に気をつけていることやこの学校独自の工夫はありますか。

・特別支援教育に関することで、授業をつくる上で大切にして

いること・難しいこと（配慮）はありますか。

・TTを活用するのはどのような場面ですか。また、これまでに

TTを活用してよかった事例等はありますか。

・授業研究会（研究授業）はどれくらいの頻度で行っています

か。

・どのようにして支援が必要な児童を把握していますか。

・どのように支援の方法を決定されているのですか。

・支援を要する児童にはどのような配慮をしていますか。

・外部機関や巡回相談員からの支援等を受けていますか。

・その支援に対して満足しましたか。（満足しなかった場合）

より必要だった支援を教えてください。

・特別な支援を要する児童を全職員で共通理解するためにはど

のような取組を行っていますか。

・支援の充実のために保護者とはどのように連携しています

か。

・校内研修など、特別支援教育について理解を深める機会はあ

りますか。

・補助教員（学習支援員など）にはどのような支援を求めてい

ますか。

・自身の学校において校内支援体制が有効に機能しているポイ

ントは何だとお考えですか。

Table１　インタビュー項目

（網掛けは大塚（2009）の調査項目）
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①特別な支援を要する児童がいる・特別支援学級がある学校（15 校）
②特別な支援を要する児童がいる・特別支援学級がない学校（３校）
③特別な支援を要する児童がいない・特別支援学級がない学校（２校）

Fig.3　特別な支援を要する児童の有無

（数値は「はい」と回答した学校数）

Table２　アンケート調査結果

Fig.2　学級数と特別支援学級の有無の関係
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⑵回答者について
　回答者の役職についての回答をFig.４に示す．回答者は
85%が管理職で，15%は特別支援教育コーディネーターと
学級担任や教務主任を兼任していた．また，回答者全員が
発達障害児への支援の経験があると答えた．
⑶回答内容
　アンケート調査結果をTable２に示す．学校によっては
特別な支援を要する児童や特別支援学級の有無の条件が異
なったため，①特別な支援を要する児童がいる・特別支援
学級がある学校（15校）の回答，②特別な支援を要する児
童がいる・特別支援学級がない学校（３校）の回答，③特
別な支援を要する児童がいない・特別支援学級がない学校（２
校）の回答の３つに分けて回答内容を示す．Table中の数
値は「はい」と回答した学校数である．なお，学校状況に
より，回答できない項目は数値の欄に網掛けを示している． 
 
①特別な支援を要する児童がいる・特別支援学級がある学
校（15校）
　ステージ１では項目４で１校のみが「いいえ」の回答だっ
た．ステージ２では項目４，６それぞれ１校ずつ「いいえ」
の回答だった．ステージ３では項目２で４校，項目６で５
校「いいえ」の回答だった．ステージ４では項目１，２，
６で１校，項目５で２校，項目３で４校，項目４で５校が

「いいえ」の回答だった．ステージ５では項目１，７で１校，
項目６で２校，項目８で４校が「いいえ」の回答だった．
②特別な支援を要する児童がいる・特別支援学級がない学
校（３校）
　ステージ１，５の項目は３校全てが「はい」の回答だっ
た．ステージ２では項目６で１校のみ「いいえ」の回答だっ
た．ステージ３では項目１，４で２校ずつ「いいえ」の回
答だった．ステージ４では項目４，８それぞれ１校ずつ「い
いえ」の回答だった．
③特別な支援を要する児童がいない・特別支援学級がない
学校（２校）
　ステージ１，２，５の項目は２校とも全て「はい」の回
答だった．ステージ３の項目１で１校のみ「いいえ」の回
答だった．ステージ４の項目１，４でそれぞれ１校ずつ，
項目３で２校とも「いいえ」の回答だった．

⑷見学・インタビュー調査対象校の決定
　ステージ５までを全てクリアしている小学校が７校，ス
テージ４までをクリアした小学校が５校だった．この12校
を校内支援体制が充実していると判断し，見学・インタビュー
調査の対象校とした．

２　見学・インタビュー調査
　見学・インタビュー調査を依頼した12校のうち，７校で
調査を実施した．見学・インタビュー調査を実施した７校
の概要についてTable３に示す．なお，インタビュー調査
の結果は考察と共に示す．

Ⅳ　考察

　アンケート調査から得られた課題として，道南地域のへ
き地校指定を受ける小学校全体における校内支援体制の現
状の課題が２つ，道南地域のへき地校指定を受ける小学校
でASCoSoWaにおいてステージ４までをクリアできなかっ
た（以下，校内支援体制が充実していないと判断した）小
学校における課題が１つ見つかった．以降，各課題の解決
策や解決の手立てについて，それぞれ⑴アンケート調査結
果からの考察，⑵関連するインタビュー調査項目の結果か
らの考察という構成で進める．

１　通常学級の教員の特別支援教育に関する知識や技能の
習得についての課題
⑴アンケート調査結果からの考察
　アンケートに回答した小学校の30%（20校中６校）が通
常学級の教員の特別支援教育に関する知識や技能の習得が
不十分であるという回答を示し，ASCoSoWaにおいてス
テージ５までクリアしている小学校の中でも不十分である
という回答が見られた．文部科学省（2021）は，教師の特
別支援教育に関する専門性を向上させる仕組みを検討する
必要があることを示している．全国の教育振興計画を見る
と，25道県が教員の専門性についての課題を指摘している．
北海道教育委員会（2018）は，北海道における特別支援教

Fig.4　役職

Table３　見学・インタビュー調査対象校の概要
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育の課題として，特別支援学校との人事交流等による，小・
中学校における特別支援教育に関する専門性の向上を挙げ
ている．これらのことから，全国的にも教員の特別支援教
育に関する知識や技能の習得は不十分であり，校内支援体
制をさらに充実させるためには教員の専門性向上に向けた
取組みを考えなければならないと考える．
　文部科学省（2012）はすべての教員が多岐にわたる専門
性を身につけることが困難なことから，必要に応じて，外
部人材の活用も行い，学校全体としての専門性を確保して
いくことが必要だとしているが，二宮（2021）は，へき地
は専門家が存在せず，社会資源も少ないことから，関係機
関とのアクセスが可能であるという特別支援教育の前提条
件が満たされていない地域だと述べており，アンケート調
査に回答した小学校の環境も二宮（2021）が取り上げた地
域のように広大な地域に所在し，社会資源が少ないため，
これに当てはまると考える．そのような地域において特別
支援教育を推進するために，二宮（2021）は専門機関に過
度に依存しないシステムの構築が必要だと指摘している．
　この課題の解決策として，現在教育現場にいる教員に対
する取組とこれから教育現場で働く学生に対する取組の２
つが考えられる．１つ目として現在教育現場にいる教員に
対する取組については，現在教育現場にいる教員の中には
教職課程で特別支援教育に関する科目を学修していない教
員がいることが想定され，特別支援教育に関する基礎的な
知識や考え方，実態把握や支援の方法を学習する機会が必
要だと考える．北海道余市養護学校では「地域学習会」と
いう取組を行い，大学教授に依頼し，特別支援教育に関す
るオンライン講義を開催した．区ら（2022）は，オンライ
ンツールを活用した通級指導教室担当教員に対する専門性
向上研修の試行の研究において，受講生のニーズに合わせ
た講義研修とオンライン研修を組み合わせて実施したこと
で，教員が発達障害のある児童生徒への個に応じた支援に
ついて理解が深まり実践意欲が高まったと述べている．区
ら（2022）の同研究では大学教員が助言者として必要な時
に介入することにより，受講生が主体的に課題解決をめざ
し，受講生同士で協働し，意見を交換しながら指導に取組
むことができたと報告している．そしてこの講義研修はオ
ンラインまたはオンデマンドを活用しているため，へき地
における問題の１つである専門機関と学校との距離が遠い
等の距離的な問題はないと考える．しかし，オンライン研
修会にはデメリットがあるという先行研究もある（星ら，
2021）．通信状況や進行の面でのデメリットは存在するが，
通信状況については今後さらにインターネット体制が安定
していくと想定され，また，研修会のプログラムは事前の
告知やチャット機能等を活用することで解決すると考える
ため，オンラインでも十分に講義や研修を行うことができ
ると考える．以上のことから，教育現場にいる教員に対し
ては地域内での学習会やオンライン講義を活用することで
特別支援教育についての基礎的な知識・技能を向上させる
ことができると考える．２つ目としてこれから教育現場で

働く学生に対する取組については，2019年に施行された教
育職員免許法及び同法施行規則改正に伴い，全国の大学に
おいて，新たに履修内容を充実した教職課程が実施され，
その内容の１つとして特別支援教育の充実も含まれた．三
谷ら（2016）や五浦（2018）の先行研究より教職課程を履
修する学生も現職の教員も特別支援教育について学ぶこと
の重要性を実感していることが明らかとなっている．しか
し，教職課程における特別支援教育の内容については様々
な課題がある．中瀬（2017）は障がいの特徴について解説
するだけの授業では，教育現場には活かせない知識となっ
てしまうことが考えられ，担当する学級に障がいがある生
徒がいた場合，何に配慮し，どのような教育的な手立てが
必要になるかを考えるために内容の精選は大きな課題であ
ると指摘している．丹野（2020）は「特別の支援を必要と
する幼児，児童及び生徒に対する理解」のコアカリキュラ
ムについて，コアカリキュラムの内容をもう少し絞り込む
等の工夫が必要となることや担当する教員の専門分野によっ
ては特別支援教育に関する知識の偏りが発生する可能性が
あることを指摘している．五浦（2018）は学生にとって自
らの体験と知識と結びつけ，広い見識や高度な専門性を身
につけることが教員を目指す学生に必要な資質であると指
摘している．つまり知識を享受するだけではなく，実際に
体験することのできる内容にすることで，より特別支援教
育に関する知識・理解を身につけることができるのではな
いかと考える．しかし，中瀬（2017），五浦（2018），丹野

（2020）の講義はいずれも説明や学生の対話，グループワー
クなどの形をとっており，実際に障害のある児童生徒と関
わるような内容を取り扱っていない．そこで，教職課程に
おいて必修化された特別支援教育の講義で，通常学級にお
いて特別な支援を要する児童生徒と関わることのできるよ
うな内容を取り入れることでより特別支援教育に関する知
識・理解を身につけることができるのではないかと考える．
以上のことから，これから教育現場で働く学生に対する取
組としては実際に特別な支援を要する児童生徒と関わる機
会を取り入れる等の教職課程における特別支援教育の内容
を改善することで，特別支援教育の知識や技能を身につけ
た教員を育成することができると考える．

⑵関連するインタビュー調査項目の結果からの考察
①授業研究会（研究授業）について
　授業研究会（研究授業）についての回答を見ると，「隣
の小学校と研究授業を一緒にやる」「町の支援会議に参加
する」などの地域で連携することに関する回答が見られた．
研究授業とは，学校教育において授業の質の向上を目的に
行われ，教師間に公開される授業のことであり，通常校内
で行われる．そのため「隣の小学校と研究授業を一緒にや
る」というような回答はへき地に所在する小学校であるか
らこその回答だと考える．へき地小規模の学校は学級数が
少ない小学校もあり，それに伴って教職員数も限られるため，
校内だけでの授業研究が十分ではない小学校があることが
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想定される．前田（2022）は遠隔合同授業での多用な意見
の交流や授業の充実を通して子どもの姿が変わってくるこ
とが教師のやりがいにつながっていること，遠隔合同授業
の打ち合わせ等が学校を超えた自主的でいわばインフォー
マルな研修となり，そこでスキル形成がなされることを示
した．このことから地域内の小学校同士で連携して授業研
究を行うことはへき地に所在する小学校における特別支援
教育をさらに推進する校内支援体制の充実に繋がる要因の
１つであると考える． 

②支援の必要な児童の実態把握について
　支援の必要な児童の実態把握についての回答を見ると，「担
任からの申し出」や「保護者からの相談」という回答が見
られた．実態把握の方法について広島県教育委員会（2007）
の示した実態把握の方法をTable４に示す． 

　広島県教育委員会（2007）の示す実態把握の具体的な方
法としては，「面接法（聞き取り）」「行動観察法」「検査法」
の３つがあり，実態把握に関する20回答をこの３つの方法
に分類すると「面接法（聞き取り）」が25％，「行動観察法」
が５％，「検査法」が10%であり，この３つの実態把握の
方法に分類できない回答（例：校内支援委員会の活用，前
の担任からの引き継ぎ等）が60%であった．
　実態把握に関する先行研究がいくつかなされており，權
ら（2022）の研究では行動観察と保護者への聞き取りが実
態把握の方法として多く用いられていることが明らかにさ
れた．行動観察は「行動観察法」，保護者への聞き取りは「面
接法（聞き取り）」に分類できると考える．また，鏡ら（2022）
は通常の学級の中で支援を要することに気付くきっかけに
ついて特別支援教コーディネーター40名に尋ねたところ，
通常の学級担任や他教師からの相談が39名，保護者からの
相談が31名であった（回答は複数回答可）ことを明らかに
した．通常の学級担任や他教師からの相談と保護者からの
相談は「面接法・聞き取り」に分類できると考える．この
ことから，学校現場で特別な支援を要するかに気付いたり，
判断したりする実態把握の具体的な方法としては「面接法

（聞き取り）」を用いることが多いことが考えられる．へき
地小規模のような小学校では，児童数が少ないため，担任
は一人ひとりの児童の変化に気づきやすく，さらに児童数

が少ないことは家庭数が少ないことでもあるため，保護者
からの相談にも丁寧に対応することができると考える．
　しかし權ら（2022）は「行動観察」や「保護者のへの聞
き取り」は保護者や教員の主観的判断によるため，的確な
実態把握としては不十分であり課題だと指摘している．中
井ら（2018）は客観性のある実態把握に基づいて教育実践
を行うことは，児童・生徒に対する直接的指導場面におけ
る教員としての自己効力感を向上させる効果があることを
示した．このことから，検査法を用いた実態把握を行うこ
とでより客観的な児童の実態把握を行うことができ，校内
支援体制を充実させることに繋がると考える．しかし，検
査法を用いた実態把握を行うことは容易ではない．日本文
化科学社（2020）によると心理検査は，心理アセスメント
に関する知識と経験を備えた専門家が利用することができ，
求められる使用者のレベルを検査ごとに明らかにしている．
このレベルを学校現場にいる教員に求めることはかなり難
しいと考える．
　そこで実態把握に活用できると考えたものがチェックリ
ストである．実態把握のチェックリストについては多くの
都道府県教育委員会が作成している．都道府県教育委員会
のHPや教育振興計画等を検索した結果，47都道府県中33
都道府県が実態把握についてのチェックリストを作成して
いた．その中に北海道も含まれているが，インタビュー調
査を実施した小学校で実態把握においてチェックリストを
活用している小学校は１校のみであり，さらにそのチェッ
クリストは北海道教育委員会が作成したものではく，独自
で作成したものであった．例として，熊本県教育委員会

（2017）が作成した特別支援学級担任及び通級による指導
担当教員のためのハンドブックに掲載されている実態調査
票をFig.５に示す．実態調査票を見ると，質問項目に対す
る評価の基準が「ない・まれにある・ときどきある・よく
ある」という評価する人の判断基準に委ねるものとなって
おり，さらに各領域に４段階でポイントをつけ，合計点が
基準以上の点数になった場合，支援が必要だという記載の
みであった． 

　他の都道府県教育委員会が作成したチェックリストを見
ても，熊本県教育委員会（2017）の実態調査票と同様に，

領域 質 問 項 ⽬

1 聞き間違いがある（「知った」を「行った」と聞き間違える）

2 聞きもらしがある

3 個別に言われると聞き取れるが、集団場面では難しい

4 指示の理解が難しい

5 話し合いが難しい（話し合いの流れが理解できず、ついていくのが難しい

25 学年相応の

26 ※学年相応の量を比較することや、量を表す単位を理解することが難しい
（※⻑さやかさの比較。「15cmは150mmということ）

27 ※学年相応の図形を描くことが難しい（※丸やひし形などの図形の模写。見取り図や展開図）

28 事物の因果関係を理解することが難しい

29 目的に沿って行動を計画し、必要に応じてそれぞれを修正することが難しい

30 早合点や、飛躍した考えをする
基準： ①〜⑤の領域の内、 少なく と も⼀ つの領域で該当項⽬ が12点以上の場合、 ⽀ 援が必要と 思われる。

※「 学年相応」 で始まる項⽬ の（ ＊） の内容は⼀ 例であり 、 当該学年の学習内容を基に判断するこ と

Ⅰ 「 聞く 」 「 話す」 「 読む」 「 書く 」 「 計算する」 「 推論する」

4段階でチェ ッ ク  ポイ ント  ない： 0 まれにある ： 1 と き どき ある： 2 よく ある： 3

ポイ ント

①

聞

く

⑥

推

論

す

る

点

点

Fig.５　実態調査票（熊本県教育委員会，2017）

（広島県教育委員会（2007）の資料をもとに筆者が作成）

Table４　実態把握の方法
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評価の基準を評価する人に委ねる形をとっており，さらに
具体的な支援の手がかりまで記載されているようなチェッ
クリストはなかった．このことから，項目に対する評価を
評価する人に委ね，かつ支援の手立ての手がかりのない
チェックリストは活用されにくいと考える．インターネッ
ト上には，武田薬品工業株式会社（2022）のHP内にある
発達障害セルフチェックのように，項目にチェックをつけ
るだけで医師の診断を受ける際の材料や受診の目安となり
得るほどの自己診断ができる診断コンテンツを持つサイト
がある．武田薬品工業株式会社（2022）の発達障害セルフ
チェックをFig.6に示す．診断コンテンツとはWebサイト
の訪問者がいくつかの質問に回答し，その回答に応じた診
断結果を表示させるコンテンツである．診断コンテンツに
は回答データを蓄積・分析し，ユーザー分析に役立てるこ
とができるというメリットがある．この診断コンテンツを
用いることで，多忙な教員でも容易に児童の実態把握に取
組むことができ，さらに結果を即時に得ることができると
考える．しかし，この診断コンテンツは結果を表示するの
みであり，支援の手がかりに繋がるような内容は含まれて
いない．さらに診断コンテンツの中には先に指摘した「な
い・まれにある・ときどきある・よくある」のような判断
の基準を人に委ねる形をとっており，正確に判断すること
が難しいものもある．このことから，評価の基準が明確で
支援の手立てに繋がるような手がかりが含まれたチェック
リストが必要だと考える．

　熊谷ら（2018）は「通常学級で役立つ算数障害の理解と
指導法　みんなをつまずかせない！すぐに使える！アイディ
ア48」の中で算数障害の領域となる数処理，数概念（特に
基数性），計算，文章題に関するチェックリストと障害の
タイプからどのような指導・支援を行えばいいのかについ
て示している．熊谷ら（2018）が示したチェックリストと
指導・支援の方法についてFig.７，Fig.８に示す．

　熊谷ら（2018）のチェックリストはチェック項目に対し
ての評価が明確で，全ての項目をクリアすると算数障害と
は考えられないとされ，全てクリアできない場合には要注
意であるとされている．またチェックリストは算数障害の

領域となる数処理，数概念（特に基数性），計算，文章題
に分けられており，どの領域に困難があるのかを明確にし
た後，なぜそのような困難が生じるのかについての具体的
な解説やその困難に対する支援・指導の方法や手がかりに
ついて示されている．このように具体的な評価による実態
把握とその支援・指導の手がかりを兼ね備えたチェックリ
ストは高い専門性のある教員のいない学校での児童の実態
把握と支援を考えることに役立つと考える．熊谷ら（2018）
のチェックリストは文献の形になっているが，先に述べた
インターネットの診断コンテンツの形を活用することで，
データを蓄積・分析し，評価の結果を改善していくことで，
より精度の高い実態把握を行うことができると考える．ま
た，インターネットの活用はセキュリティを厳重にしなけ
ればならないものの，さまざまな場所で行われている支援・
指導方法を収集したり専門家からの助言をいただいたりす
ることができ，よりよい支援・指導方法を考える材料を集
めることが容易になると考える．そして，このように実態
把握について知識や経験を積むことで，高い専門性のない
教員でも自力で実態把握ができるようになると考える．以
上のことから，へき地に所在する小学校においては児童数
や家庭数が少ないことから面接法が用いられることが多い
が，心理検査や知能検査レベルの実態把握と支援の手がか
りの２つを兼ね備えたチェックリストを活用することでよ
り客観的で正確な実態把握をしたり支援の手立てを考えた
りすることができると考える．

Fig.６　発達障害セルフチェック
（武田薬品工業株式会社，2022）

Fig.７　チェックリスト（熊谷ら，2018）

Fig.８　指導・支援の方法（熊谷ら，2018）
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③外部機関からの支援について
　外部機関からの支援について回答を見ると，パートナー
ティーチャーからの支援を受けていると回答した小学校が
７校中５校あった．特別支援教育パートナーティーチャー
派遣事業は，学校教育法等の一部を改正する法律（平成
18年法律第80号）の施行により，特別支援学校においては，
小・中学校，高等学校の要請に応じて，教育上特別の支援
を必要とする児童生徒の教育に関し必要な助言または援助
を行うよう努めることとなったことから，道立特別支援学
校の教員を小・中学校，高等学校に派遣し，担任教員など
に学習指導の進め方や指導計画の作成などについて継続し
た支援を行い，小・中学校，高等学校の通常の学級や特別
支援学級に在籍する発達障害を含む障害のある児童生徒に
対する指導及び支援の充実を図ることを目的としている．
インタビューでは「パートナーティーチャーさんから支援
の方法についてとか，昨年度の様子と比べて成長している
部分を聞いたりすることができ，そういう面ではかなり有
難い」「実態把握とか困り感を伝えると，意見交換ができ
るのですごく役に立っている」などの回答があった．この
他に活用されている外部機関として，巡回相談が挙げられ
ていた．文部科学省は平成15年度から特別支援教育体制推
進事業を行い，平成20年度から特別支援教総合推進事業と
して本格的な事業を開始している．北海道教育委員会が文
部科学省の補助事業として行なっている専門家チームによ
る巡回相談について牧野（2014）は，専門家チームの巡回
相談は，単発で行われる場合が多く，計画的，継続的な支
援は難しいと指摘している．従って，継続支援が可能なパー
トナーティーチャー派遣事業等（北海道の事業）との連携
が必要になるとも，牧野（2014）は指摘している．これら
のことから，継続的な支援が困難な巡回相談に加え、北海
道独自の取組である特別支援教育パートナーティーチャー
派遣事業を活用することは，学校内の支援の必要な児童に
対する支援を充実させることに繋がると考える．
　しかし，この外部機関の支援にも課題があることがイン
タビュー調査を通して明らかとなった．インタビュー調査
を実施した複数の小学校から，「相談できる専門機関の予
算削減により，相談回数を減らさなければならない状況で
ある」「回数が少ない」という回答を得た．パートナーティー
チャーは道立の特別支援学校から担当地域の小学校へ派遣
されるため，遠方の小学校への派遣となると時間をかけて
交流したり児童を観察したり，何度も訪問するということ
は難しい．そこでオンラインツール等を活用して児童を観
察することができると考える．田中ら（2022）は，対面と
オンラインの会話の質的差異についての研究で，オンライ
ンの会話では，会話の場に依存しつつなんとなく話すとい
う行為は減り，特定のメッセージを明確に言語化する発話
が増えることを示した．さらに，オンラインの会話では「あ
いだ」「間（ま）」「場」による拘束を受けにくく，個人的
な見解にかなり踏み込んだ意見の交換を促進しやすいこと
を田中ら（2022）は示した．インタビュー調査校の中には

２学期は遠隔でパートナーティーチャーからの支援を受け
る予定だと回答した小学校もあった．このことから，支援
の内容や児童の実態について話し合うことについてはweb
会議ツール等で十分にできることが考えられる．
　さらに道央地域のへき地校指定を受けている小学校での
インタビュー調査から，道南地域は全障害種の特別支援学
校があり，必要な支援を受ける体制が，少なくとも道央地
域のへき地指定を受けている小学校よりは整っていること
が明らかとなった．このことから，道南地域においては特
別支援学校の種類が豊富にあるため，その利点を活かすこ
とのできるシステムを構築する必要があると考える．以上
のことから，道南地域のへき地に所在する小学校において
は，全障害種に応じた特別支援学校があるという利点を活
かして，パートナーティーチャー事業を適度に活用するこ
とが必要だと考える．

２　補助教員の活用についての課題
⑴アンケート調査結果からの考察
　アンケートに回答した小学校の35%（20校中７校）が必
要に応じて補助教員を活用することができていないという
回答を示し，ASCoSoWaにおいてステージ５までクリア
している小学校の中でも活用できていないという回答が見
られた．ここでいう補助教員とは特別支援教育支援員や学
習支援員等のことをいうが，特別支援教育支援員について
文部科学省（2021）は公立幼稚園，小・中学校，高等学校
において，校長，教頭，特別支援教育コーディネーター，
担任教師等と連携のうえ，日常生活の介助（食事，排泄，
教室の移動補助等），発達障害等の幼児児童生徒に対する
学習支援，幼児児童生徒の健康・安全確保，周囲の幼児児
童生徒の生涯理解促進等を行う者とされている．文部科学
省（2021）は特別支援教行政の現状及び令和３年度事業に
ついての資料の中で，公立幼稚園，小・中学校及び高等学
校において，障害のある幼児児童生徒に対し，学習活動上
のサポートを行う特別支援教育支援員を配置するために，
都道府県・市町村に対して，必要な経費を措置している．
しかし，北海道教育委員会（2022）は学習指導員・教員業
務支援員（スクールサポートスタッフ）の配置について，小・
中学校における特別支援教育支援員の配置状況は平成30年
度1,915人から令和３年度2,056人へと約1.1倍に増加してい
るが，人材確保が難しいなどの地域事情により未配置となっ
ている学校があるという現状を報告している．これらのこ
とから，道南地域のへき地においては補助教員となる人材
不足によって補助教員を活用できていないことが１つの原
因として考えられる．
　二宮（2021）は，へき地に適応する特別支援教育のシス
テム構築が求められているが，それは子どもの支援の全て
を専門機関に依存するのではなく，地域の保護者，療育・
保育・教育関係者など，子どもに関わる大人がつながりな
がら，それぞれの立場で力量形成すること，また，同時に
障害のある子どもやその保護者を支えるための資源を地域
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に新たに作り出していくことであると述べている．このよ
うな地域人材を補助教員のような役割として活用するため
には，学校側がどのような支援を求めているのかを明らか
にする必要があると考える．細谷ら（2014）は特別支援教
育支援員に対して本来の業務ではないことまで求められて
いるケースがあることを報告している．磯田（2022）は，
通常学級においては，支援員が支援の必要な子どもに対し
てどのように補助的に動くかといった役割分担は，特別支
援学校ほど明確ではなく，支援員が授業の流れや教員の指
導を見ながら臨機応変に動き方を決めていることが多いこ
とを推察した．このように，補助教員の活用の仕方に課題
がある場合も考えられるが，本研究で行ったアンケート調
査ではそこまで明らかにすることができなかったため，今
後さらなる検討が必要だと考える．
　この，学校が求める支援内容について明らかにするとと
もに，その支援内容を地域人材が十分に実行できるように
育成する育成者が必要だと考える．そこで地域おこし協力
隊の取組を活用することができると考える．地域おこし協
力隊とは総務省（2022）によると都市地域から過疎地域等
の条件不利地域に住民票を異動し，地域ブランドや地場産
品の開発・販売・PR活動等の地域おこし支援や，農林水
産業への従事，住民支援などの「地域協力活動」を行いな
がら，その地域への定住・定着を図る取組で，隊員は各自
治体の委嘱を受け，任期は概ね１年以上３年未満とされて
いる．この地域おこし協力隊は地域活性化や過疎化解消を
目指した取組となっているが，これを，学校現場の特別支
援教育を支えることのできる地域人材の育成に活用するこ
とができるのではないかと考える．北海道総合政策部（2022）
によると，2021年度の北海道における地域おこし協力隊の
活用状況は147の市町村が活用しており，道南地域におい
ても18市町中14市町が活用しており，活用状況は年々増加
している．教育に関する地域おこし協力隊の活用事例はさ
まざまなものがあるが，これを学校現場の特別支援教育を
支えることのできる地域人材の育成に活用する事例は見ら
れない．この点については，地域おこし協力隊の本来の目
的にそぐわないために事例がないと考えられるが，地域人
材を育成することに加え，過疎地域への定着・定住を図る
ことは，補助教員の人材不足という課題の解決策となると
考える．

⑵関連するインタビュー調査項目の結果からの考察
①補助教員について 
　補助教員（学習支援員など）に求める支援についての回
答を見ると，「支援の内容」に関する回答が多かった（17
回答中10回答，58.8%）．補助教員についての回答をTable
５に示す．
　さらに補助教員についての回答のカテゴリー「支援の内容」
を文部科学省初等中等教育局特別支援教育課（2007）が示
した特別支援教育支援員の具体的な役割に当てはめると，
90%の回答が特別支援教育支援員の具体的な役割に該当し

た．また，「校内支援体制が充実しているポイント」につ
いての回答の中で「特別支援学級の子は特別支援学級担任
しか見れない，ということはなく，学習支援員が代わりに
入って活動できるようにもしている」という回答があり，
補助教員に対しては補助教員の業務だけを求めるのではな
く，特別支援教育支援員の役割も担ってもらっている小学
校があることがわかった．さらにインタビュー調査校の全
ての小学校で特別支援教育支援員を活用していたことから
も，道南地域のへき地に所在する小学校においては特別支
援教育支援員や学習支援員をそれぞれの具体的な役割に加
えて柔軟に活用することが特別支援教育をさらに推進する
校内支援体制の充実に繋がる要因の１つであると考える．

３　LD・ADHD・ASD等の児童がいることを想定した授
業実践についての課題
⑴アンケート調査結果からの考察
　校内支援体制が充実していないと判断した小学校の
37.5%（８校中３校）が校内全ての授業でLD・ADHD・ 
ASD 等の児童がいることを想定した授業実践することが
できていないという回答だった．反対に，校内支援体制が
充実していると判断した（ASCoSoWaにおいてステージ
５までをクリアしている）小学校は７校全てが実践できて
いるという回答だった．校内全ての授業でLD・ADHD・
ASD等の児童がいることを想定した授業実践することが

Table５　補助教員についての回答
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できていないという回答だった小学校が３校のみで分析す
るには数が少なく断言はできないが，３校とも特別な支援
を要する児童がいると回答しており，さらにそのうちの２
校は特別支援学級がないと回答している．このことから，
校内支援体制が充実していないと判断した小学校の中には
通常学級に特別な支援を要する児童が在籍しているが，そ
の児童への支援は十分になされていない可能性があると考
える．
　文部科学省（2022）は，通常学級に在籍する小中学生の
約8.8%に，学習面や行動面で著しい困難を示す発達障害が
あることを示している．本研究で校内支援体制が充実して
いないと判断した小学校では通常学級の中に特別な支援を
要する児童が在籍していることを認識しているが、授業内
でのLD・ADHD・ ASD 等の児童への支援を十分に行うこ
とができていない現状があることがわかり，特別支援教育
をさらに推進する校内支援体制を充実させるための取組の
１つとして，LD・ADHD・ASD等の児童がいることを想
定した授業を実践することが必要だと考える．
　佐藤ら（2010）はユニバーサルデザイン（以下，UD）
とは通常の学級の授業において「LD等の子どもには『な
いと困る』支援であり，どの子どもにも『あると便利』な
支援を増やしていく」としている．つまりLD等の子ども
にだけ特別な支援をするという発想ではなく，どの子ども
にもよりよい支援を授業の中で実現しようとする志向性を
UDと考えていると佐藤ら（2010）は述べている．このこ
とから，校内支援体制が充実していないと判断した小学
校においてもUDの考えを授業に取り入れることで，LD・
ADHD・ASD等の児童がいることを想定しつつも，どの
児童にとってもわかりやすい授業を実践することができる
と考える．
　UDの考えを取り入れた授業UDの実践については多く
の先行研究や佐藤ら（2010）のような実践例を紹介する文
献，さらにはインターネットの記事があるため，その中か
ら方法を学ぶことができる． しかしながら，授業UDが通
常学級に在籍するLD・ADHD・ASD等の児童に効果があ
るのかについては明らかとされていない．通常の学級に在
籍するLD・ADHD・ASD等の児童に対して，その児童が
抱える困難さに適した授業UDを実施する研究が行われて
いるが現在も研究途中であり，授業UDを実施することで 
LD・ADHD・ASD 等の児童に対して十分な支援ができる
かについては明らかとなっていない．今後，授業UDが通
常学級に在籍するLD・ADHD・ ASD 等の児童にもたらす
具体的な効果等について検討していく必要があると考える．

⑵関連するインタビュー調査項目の結果からの考察
①交流及び共同学習について
　交流及び共同学習についての回答では「インクルーシブ
教育」に関する回答が多かった．カテゴリー「インクルー
シブ教育」の回答内容（８回答）を文部科学省（2012）が
示した「インクルーシブ教育システムの構築に必要な要件」

に分類した結果をTable６に示す．
　その結果，「①障害のある者が一般的な教育制度から排
除されないこと」に分類できる回答が 37.5%，「②障害の
ある者に対する支援のために必要な教育環境が整備される
こと（基礎的環境整備）」に分類できる回答が０％，「③障
害のある子供が，他の子供と平等に「教育を受ける権利」
を行使するため，個々に必要となる適当な変更・調整（合
理的配慮）が提供されること」に分類できる回答が62.5%
であった．「①障害のある者が一般的な教育制度から排除
されないこと」に分類できる回答が 37.5%であったことに
ついて，インタビュー調査を実施したどの小学校でも児童
の実態に応じて特別支援学級に在籍していたり，通級指導
教室に通うことができるようにしたり，特別支援教育支援
員や学習支援員が配置されていたりしていたことから，①
に関しては教員の中では当たり前のこととなっており，①
に関する回答があまり見られなかったと考える．「②障害
のある者に対する支援のために必要な教育環境が整備され
ること（基礎的環境整備）」に分類できる回答が0％だった
ことについて，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
発達障害教育推進センターによると基礎的環境整備とは合
理的配慮の基礎となるもので，障害のある子どもに対する
支援について，法令に基づき又は財政措置等により，例え

Table６　インクルーシブ教育に関する回答

Table７　基礎的環境整備の8観点

（文部科学省の資料をもとに筆者が作成）
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ば，国は全国規模で，都道府県は各都道府県内で，市町村
は各市町村内で，それぞれ行う環境整備のことである．さ
らに基礎的環境整備の８観点が文部科学省（2012）より示
されている．文部科学省（2012）が示した基礎的環境整備
の８観点をTable７に示す．
　この観点に「８　交流及び共同学習の推進」という観点
があることから，交流及び共同学習を取り入れているため，
基礎的環境整備はなされていると考えられる．さらにイン
タビュー調査からは個別の支援計画や指導計画が作成され
ていたり児童の実態に応じて学習の機会を調整していたり
することが，見学調査からは特別支援学級の児童が交流学
級で学習をする様子が見られた．調査結果から基礎的環境
整備がなされていることが明らかとなったものの，基礎的
環境整備は必ずしも学校内で取組まなければいけないもの
ではないこと，この項目の内容自体が基礎的環境整備の内
容であったことのため，②についての回答が０%であった
ことは重視しない．「③障害のある子供が，他の子供と平
等に「教育を受ける権利」を行使するため，個々に必要と
なる適当な変更・調整（合理的配慮）が提供されること」
に分類できる回答が 62.5%であったことについては，項目
自体が合理的配慮の内容だったため，「この教科は交流学
級でやっています」「児童の実態がこうなのでこの授業は
交流学級でやっています」というような児童の実態に応じ
て学習環境を変更・調整している回答が多くなったためと
考える．これらのことから，校内支援体制が充実している
と判断した小学校においては，合理的配慮の取組が充実し，
インクルーシブ教育の考えが浸透していることが特別支援
教育をさらに推進する校内支援体制を充実させる要因の１
つになっていると考えられる．

②授業づくりについて
　特別支援教育に関することで授業づくりにおいて大切に
していること・難しいこと（配慮）についての回答を分析
した結果，授業UDに関する回答が多く見られた．この項
目の回答を宮城県総合教育センター（2019）のともまなび
ガイド知識編に掲載されている「授業UDの階層モデル」
をもとに分類した結果をTable８に示す．
　分析した結果，全25回答中９回答で38%の回答が「授業
UDの階層モデル」に分類することができた．宮城県総合
教育センター（2019）によると，授業UD とは「障害者の
権利に関する条約」において定義されている「ユニバーサ
ルデザイン（調整又は特別な設計を必要とすることなく，
最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品，
環境，計画及びサービスの設計）」の考え方を取り入れた
授業のことである．インタビュー調査校の中には複式授業
の形をとっている小学校や特別支援学級に在籍しないもの
の，気になる児童がいると話している小学校があったこと
から，へき地校において授業づくりを行う際には授業 UD 
の考えを取り入れることで佐藤ら（2010）が言うように誰
にでもわかる授業を作ることに繋がると考える．

４　その他の校内支援体制を充実させる要因
　インタビュー調査の結果から考察した道南地域のへき地
における特別支援教育を推進することを可能とする校内支
援体制の要件の他に，校内支援体制を充実させる要因とし
て考えられる回答がインタビュー調査項目の「校内支援体
制が充実しているポイントについて」から得られた．校内

Table８　授業づくりについての回答

Table９　へき地・小規模校の利点

（北海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター
（2022）の資料を元に筆者が作成）
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支援体制が充実しているポイントについての回答を見ると，
へき地・小規模校の利点に関する回答が多く見られた．北
海道教育大学へき地・小規模校教育研究センター（2022）
が示すへき地・小規模校の利点をTabel９に示す．
　インタビュー回答をへき地小規模校の利点の観点から見
ると「①教職員の共通理解が図りやすく，協力的な指導
体制を組織することができる」に関する回答が多く見ら
れた．校内支援体制が充実しているポイントについての
回答をTable９のへき地小規模の利点別に分類したものを
Table10に示す．
　さらに，道央地域のへき地に所在する小学校においても，
教員同士の連携が図りやすいような体制を作っているとい
う回答を得た．これらのことから，教職員の共通理解が図
りやすく，協力的な指導体制を組織することがへき地にお
いて特別支援教育を推進することを可能とする校内支援体
制を充実させる要因の１つであると考える．
　また，この項目の回答で，「交流学級担任も，特別支援
学級の児童の配慮を考えてくれる」と「先生方がそれぞれ
の子供のよさについてかなりよく知っている」という回答
が見られ，この２つのことが今後，へき地における特別支

援教育をさらに推進することを可能とする校内支援体制の
構築の要因となるのではないかと考える．「交流学級担任も，
特別支援学級の児童の配慮を考えてくれる」という回答に
ついて，三山（2020）は，特別支援学級の担任は通常学級
の担任や特別支援教育コーディネーターと連携を実際に取
りつつも，特別支援学級が孤立しているという悩みが見ら
れることがあると指摘している．「先生方がそれぞれの子
供のよさについてかなりよく知っている」という調査校か
らの回答は児童理解が進んでいることを示している．名越

（2019）は大学における発達障害のある学生の卒業研究で
のエピソードを通して，発達障害のある人にとって，指導
や周りをとりまく人も環境の一つであり，その人と環境の
双方の特性を理解することの重要性を示唆している．さら
に名越（2019）は，子どもが輝けるように支援するには，「で
きない様子」「問題行動」だけでなく，「適応的な行動」や
その行動の前後，とりわけ教師の働きかけとの関係を理解
することの大切さも指摘している．このことから，特別な
支援を要する児童を見る際には，その児童の苦手なことや
課題に着目することが多いが，よさに着目することで児童
の捉え方が大幅に変化すると考える．

Table10　校内支援体制が充実しているポイントについての回答
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　以上のことから，へき地に所在する小学校においては教
職員の共通理解が図りやすく，協力的な指導体制を組織で
きていることが特別支援教育をさらに推進する校内支援体
制の充実に繋がる要因の１つであると考える．さらに特別
支援学級の児童を特別支援学級担任に任せ切るのではなく，
通常学級担任も積極的に関わることや児童のよさに注目し
て児童理解を進めることも協力的な指導体制づくりやより
よい支援を考えることに繋がると考えられる．

５　本研究の課題
　本研究では道南地域のへき地における特別支援教育の課
題を明らかにし，校内支援体制が充実していると判断され
た小学校での調査を通して，特別支援教育をさらに推進す
ることを可能とする校内支援体制の要因について考察し，
一助となる資料を作成することができたのではないかと考
える．
　しかし，本研究を進める上で課題が浮上した．それは校
内支援体制の整備状況を図る指標についてである．柘植ら

（2008）の作成したASCoSoWaは10年以上前に作成された
ものであり，かつ，学校状況によってはできない項目もあっ
た．しかし，自校の校内支援体制の整備状況を把握するこ
とは，その学校において取組むべき課題を明らかにするこ
とができるため，現在の特別支援教育に合った校内支援体
制の整備状況を図る指標の作成が必要だと考える．
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